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適切な労務管理等について



労働基準法における労働時間の規定
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⚫労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週40時間以内とされている（「法定労働時間」という。）。

また、休日は原則として、毎週少なくとも１回与えることとされている（「法定休日」という。）。

⚫法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、

➢労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結

➢所轄労働基準監督署長への届出

が必要となる。

⚫ 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければならない。

労働時間の規定



36協定記載例（様式第９号）
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36協定記載例（様式第９号の２）
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３６協定関連で違反が生じていた事例
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１ 時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定）は、一度労働

基準監督署に提出すれば問題ないものと誤認

⇒有効期間が満了して、有効な３６協定がないにも関わらず時間

外労働を行っており違反が生じていた

２ 各日の労働時間が、８時間（１日の法定労働時間）を超えるこ

とはないことから、時間外労働はないと誤認し３６協定を締結・届

け出を行っていなかった

⇒週の法定労働時間である４０時間を超過していることが判明し、

違反が生じていた



労働時間について
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・ 労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時

間のことをいう。使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務

に従事する時間は労働時間に当たる。

・ 労働者を必ずしも現実に活動させていなくとも、使用者の指揮命

令下にある時間であれば労働時間に当たる。

・ 労働時間か否かは個別判断であるが、労働時間の考え方そのもの

は、業種によって異なるものではない。



健康管理の観点から、全ての労働者（＊1）について、「労働時間の状況」を客観的な方法その他適切な方法で把
握する必要があります。
（＊1 裁量労働制適用者、管理監督者も含む。高度プロフェッショナル制度適用者は適用除外。）

労働時間の状況の把握方法
① 原則

タイムカードの記録、PCの使用時間の記録等による客観的な方法や使用者による現認による。
② 例外

①での把握が難しい場合には自己申告によることもできますが、以下の措置を講じる必要があります。
• 対象労働者に対し、実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うよう十分説明すること。
• 実際に労働時間の状況を管理する者に対し、講ずべき措置について十分な説明を行うこと。
• 自己申告内容が実際の状況と合致しているか必要に応じて実態調査を実施し所要の補正をすること。
• 自己申告内容と実態に齟齬がある理由を労働者に報告される際には、報告が適正か確認すること。
• 適正な申告を阻害する措置を講じないこと。

労働時間の適正な把握のために
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・ 労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する。

・ 確認、記録の方法は、原則、使用者が自ら現認すること、又はタイムカー

ド、PCの使用記録等の客観的な記録を基礎とすること。

・ 労働者の自己申告制は例外、これを採用する場合には、対象者、管理者へ

の十分な制度説明、適正な把握が行われているかの実態調査の実施等が必要

となる。

労働時間適正把握ガイドライン

労働時間の状況の把握（安衛法第66条の8の３）



労働時間の適正な把握のために
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出勤簿の押印のみで始業終業

時刻、勤務時間が不明

不適切な事例



労働時間の適正な把握のために
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出面表に勤務時間のみで始

業、終業時刻が記載されて

いない

不適切な事例



〇時間外労働
原則として、１日８時間、週40時間を超過した時間を指し

ます。
※週40時間の算定においては、１日8時間超として超過した
時間は含めません。

〇休日労働
原則として、1週間に１日も休みなく働くこととなった場合

を指します。

〇深夜労働
午後１０時～午前５時に働くものを指します。

割増賃金について
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時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合は、割増賃金を支払う必要があります。

【時間外労働の算定の例】



企業規模に関わらず、2023年

4月1日から月60時間を超える時

間外労働に対する割増賃金率が

50％以上となりました。

大企業は2010年4月から適用

されていましたが、今回、中小

企業にも適用が拡大されていま

す。

割増賃金について
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月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50％以上に



〇時間外・深夜・休日労働との関係

・月60時間以内の時間外労働を深夜（22：00～5：00）の時間帯に行わせる場合

深夜割増賃金率25％＋時間外割増賃金率25％＝50％

・月60時間を超える時間外労働を深夜（22：00～5：00）の時間帯に行わせる場合

深夜割増賃金率25％＋時間外割増賃金率50％＝75％

・法定休日労働を深夜（22：00～5：00）の時間帯に行わせる場合

深夜割増賃金率25％＋休日労働割増賃金率35％＝60％

割増賃金について
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深夜・休日労働の取扱い

時間外労働と深夜・休日労働が重複した場合の割増率は以下のとおりです。



割増賃金について
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通常の労働時間の賃金で、以下のとおり計算します。

【 時間給 】 → その金額

【 日 給 】  → その金額 ÷ 1日の所定労働時間数

（※）所定労働時間数・・・雇用契約で定めた、いわゆる基本時間のこと。以下同じ。

（※）日によって所定労働時間数が異なる場合・・・週あたりの1日平均時間数

【 週 給 】  → その金額 ÷ 1週の所定労働時間数

（※）週によって所定労働時間数が異なる場合・・４週間あたりの1週平均時間数

【 月 給 】  → その金額 ÷ 1か月の所定労働時間数

（※）月によって所定労働時間数が異なる場合・・・1年間あたりの1か月平均時間数

【 出来高払（歩合給） 】

→ その金額 ÷ 賃金算定期間の総労働時間数

【 ①～⑤の併用 】 → ①～⑤の計算額の合計額



割増賃金について
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割増賃金の算定基礎賃金から除外できる賃金は以下のとおりです。

これらは手当の名称で判断するのではなく、手当の内容について実態を判断

されます。

①家族手当

②通勤手当

③別居手当 （単身赴任手当等）

④子女教育手当

⑤住宅手当 

（※）家賃の○○％等、住宅に要する費用を基礎に計算されたものに限る。

⑥臨時に支払われた賃金 （結婚手当、慶弔見舞金等）

⑦賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金



労働時間の適正な把握及び割増賃金の関連で違反が生じていた事例
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１ 出勤簿に押印のみ又は労働時間記録表に当日の所定労働時間を記

載する運用をしており実労働時間の記録・確認を行っていなかった。

⇒労働者から過去の割増賃金の支払いについて請求がなされ、労働

時間の実態調査を実施。実態として時間外労働が一定程度あり、過

去のものを含めて多額の割増賃金の不払が発生していた

２ 各日の８時間（１日の法定労働時間）を超える時間外労働時間数

の算定は行っていたが、週の法定労働時間である４０時間を超過し

た時間の精査を行っていなかった。

⇒週の法定労働時間を超過した時間に対する割増賃金の不払が発生

していた



労働条件の明示
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労働条件の明示

⚫ 労働基準法では、労働者を採用するときは以下に記載の労働条件を明示しなければならないと規定されています。



労働条件の明示のルールが変わりました（2024年４月１日から）
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対象
明示のタイミ

ング
新しく追加される明示事項

すべての
労働者

労働契約の締結時
と

有期労働契約の更
新時

1．就業場所・業務の変更の範囲
  【改正労基則第５条第１項第１号の３】

有期契約
労働者

有期労働契約の
締結時と更新時

2．更新上限の有無と内容
(有期労働契約の通算契約期間または更新回数
の上限)

【改正労基則第５条第１項第１号の２】

＋更新上限を新設・短縮しようとする場合、

その理由をあらかじめ説明すること
【改正雇止めに関する基準第１条】

無期転換ルールに
基づく

無期転換申込権が
発生する契約の更

新時

3．無期転換申込機会

 無期転換後の労働条件

【改正労基則第5条第５項・第６項】

＋無期転換後の労働条件を決定するに当た

り、

  他の正社員等とのバランスを考慮した事

項の説明に努めること
【改正雇止めに関する基準第５条】

労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されました。

対象はすべての労働者

であり、明示が必要と

なるのは、2024年

（令和６年）4月１日

以降に契約締結・契約

更新をする労働者とな

ります。

労働条件通知書例は以下
に公開しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf

/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/roudoukijun/ro

udoukijunkankei.html



労働条件の明示等に関するトラブルなど
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１ 労働条件の通知を口頭のみでしか実施していなかった

⇒労働条件を書面等で明示しておらず違反が生じていた

また、賃金額等の条件について“約束された”、“約束していない”

の争いとなり、問題解決に多大なる労力を要したもの

２ 基本給に固定残業代を含めている認識でいたが、基本給と固定残

業代を区分して明示を行っていなかった

⇒基本給しか支払われておらず、割増賃金の支払がなされていない

との争いとなり、割増賃金相当額がいくらか不明であることから、

追加で割増賃金を支払うこととなったもの



長時間労働による健康障害等の防止について
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⚫長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす重要な要因と考えられています。

さらには、脳疾患や心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られています。

⚫また、疲労の蓄積等により、作業の精度の低下や注意力が散漫となってしまいます。

時間外・休日労働時間数と健康障害等のリスク

脳・心臓疾患発症や労働災害に巻き込まれてしまう（又は労働災害を引き起こして

しまう）おそれがあります！

長時間労働が続くことにより

※この図は労災補償に係る脳・心

臓疾患の労災認定基準の考え方の

基礎となった医学的検討結果を踏

まえたものとなっています。



長時間労働による健康障害等の防止について
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⚫時間外・休日労働時間とは、１週間当たり40時間を超えて労働させた時間 (休憩時間を除

く)のことです。

※時間外労働時間数（法定労働時間（原則１日8時間、週40時間）を超えて労働した時間）とは少し

異なります。

時間外・休日労働時間数について

⚫長時間労働による健康障害の防止を検討するにあたっては、時間外・休日労働時間数を指標と

しています。

例：９月１日～30日（30日間）で、217時間（所定労働時間が173時間、時間外労働時間数が44時

間）働いたAさんの時間外・休日労働時間数について

Aさんの時間外・休日労働時間数 ＝217時間ー（30日/7日）×40時間 ≒ 45.6時間となります。

【時間外・休日労働時間の算出方法】



長時間労働による健康障害等の防止について

21

健康障害等防止に向けてできること

⚫長時間労働者への医師による面接指導制度

長時間の労働により疲労が蓄積し、健康障

害発症のリスクが高まった労働者について、

その健康の状況を把握し、これに応じて本人

に対して医師による面接指導（※）を行うと

ともに、その結果を踏まえた措置を講じるも

のです。

（※）問診その他の方法により心身の状況を把握し、

これに応じて必要な指導を行うものとなります

事業者の皆様の対応が必要な点としては以下

の３点です。

①労働時間の状況の把握

②労働時間の通知及び面接指導の受診指示

⑤就業場所変更等の事後措置

【長時間労働者への医師による面接指導】



長時間労働による健康障害等の防止について
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①労働時間の状況の把握

先ほどお話したとおり、労働時間の把握をいただいた上で以下の式をもとに、各労働者の時間外・

休日労働時間数の把握をお願いします。

⑤就業場所変更等の事後措置

面接指導による医師からの事後措置の意見を基に就業場所変更

等の措置をお願いします。

②労働時間の通知及び面接指導の受診指示

時間外・休日労働時間数が80時間を超過した者に対して、超過した時

間に関する情報の通知が必要となります。そのうえで、面接指導の申し出

があった場合は受診の指示をお願いします。

※通知については、書面や電子メール等による方法が適当とされます。

なお、給与明細に時間外・休日労働時間数が記載されている場合には、

これをもって通知としても差し支えありません。



長時間労働による健康障害等の防止について
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健康障害等防止に向けてできること

⚫勤務間インターバル制度の導入

終業時刻から翌日の始業時刻までの間に一定時間以

上の休息時間を設ける制度です。

働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活

を送るためにも有効なものです。

⚫健康診断の確実な実施と事後措置

1年以内に1回、定期に健康診断を実施する必要があ

ります。

また、健康診断において異常の所見があった者につ

いては、健康保持のために必要な措置についての医師

の意見を聴き、必要な事後措置を講じましょう。



長時間労働による健康障害等の防止について
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健康障害等防止に向けてできること

●健康診断の事後措置とは

事業者は、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者について、健康保持のために必要

な措置について意見を聴取し、作業場所の変更や労働時間等の適切な措置を講じなければなりません。

https://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/anz
en/dl/100331-1a.pdf

健康診断の事故措置に
関するリーフレット

（補足）

左の図の※２にありますとおり、労働者

50人未満の事業場については、労働者の健

康管理ついて、相談等が行える地域産業保

健センターがありますので、こちらで健康

診断結果について医師からの意見聴取を行

うことが可能です



働き方改革推進支援助成金
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最低賃金は、10月４日より1,075円となりま
した。
支払っている賃金額が、1,075円以上となっ

ているか今一度ご確認をお願い致します。

また、厚生労働省では、非正規雇用労働者
の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を
通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援して
います。
以下のサイトで賃金引上げの支援策が紹介

されておりますので是非ご覧ください。

厚生労働省HP
（「賃上げ」支援助成金パッケージ）



転倒災害防止について

26

全国的に50歳以上を中心として転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています



転倒災害防止について

27

社会福祉施設でも転倒による骨折等の労働災害が増加傾向となっております。



転倒災害防止について

28

高年齢労働者の労働災害防止のため、エイジフレンドリーガイドラインの取組みを進めましょう

エイジフレンドリーガイドライン

左のチェックリストはホームページから

ダウンロードすることができます。

厚生労働省HP

高齢労働者の安全衛生対策について

 安全衛生管理体

制の確立

 職場環境の改善

 高齢労働者の健

康状態の把握

 高齢労働者の健

康状態の状況に

応じた対応

 安全衛生教育

●事業場に求められる対応



転倒災害防止について
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転倒災害防止に向けた対策として、以下の２点が重要です。

①ハード対策 （機械や設備などの「物」への対策）

⇒ 通路の整理整頓、床面の凹凸をなくす 等

職場のあんぜんサイト内の「STOP！転倒災害プロジェクト」では、転倒災害の防止に関する

リーフレット、チェックリストなどを掲載しています。

「STOP！転倒災害プロジェクト」 HP

②ソフト対策 （管理、教育、保護具（靴、手袋）などの「人」への対策）

⇒ セルフチェックによる転倒リスクを把握、身体機能の維持向上の取組 等
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「つまずき」等による転倒災害への対策例
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「滑り」による転倒災害への対策例
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北海道労働局ＨＰでも転倒等リスク評価セルフチェックに関して情報を公開しています。

北海道労働局独自
マニュアル

北海道労働局独自
セルフチェック票

北海道労働局ＨＰでも転倒等

リスク評価セルフチェックに関

して情報を公開しています。

独自マニュアルとセルフ

チェック表を活用し、高年齢労

働者をはじめとして、「労働者

自身が自分の転倒リスクを把握

できる環境」を整えましょう！

北海道労働局ＨＰ
（転倒災害防止について）


